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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して相互に通信する１または複数のオーディオ機器と、前記ネットワ
ークを介して前記オーディオ機器を制御する制御端末と、を備えたオーディオシステムで
あって、
　前記オーディオ機器および前記制御端末は、各オーディオ機器が所属するオーディオシ
ステムを示す情報であるシステム識別情報、および、各オーディオ機器の情報が書き込ま
れたシステム管理テーブルを備え、
　前記制御端末は、前記ネットワークに接続されたオーディオ機器を前記オーディオシス
テムに登録して、該オーディオ機器に対して該オーディオシステムに所属している旨を示
す同一のシステム識別情報を付して前記システム管理テーブルに書き込み、
　前記制御端末は、新たなオーディオ機器の登録で更新されたシステム管理テーブルの内
容であるシステム情報を各オーディオ機器に送信し、
　各オーディオ機器は、前記制御端末から受信したシステム情報で自己のシステム管理テ
ーブルを更新し、
　前記システム管理テーブルに登録されたオーディオ機器は、無線ネットワークのアクセ
スポイントをステルスモードで起動し、新規のオーディオ機器の前記ネットワークへの接
続を受け付けるとき、前記ステルスモードを解除し、該新規のオーディオ機器の前記オー
ディオシステムへの登録が完了したのち再度前記ステルスモードを有効にする
　オーディオシステム。
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【請求項２】
　請求項１に記載のオーディオシステムを単位オーディオシステムとし、
　同一のネットワーク上に、それぞれ異なるシステム識別情報で識別される複数の単位オ
ーディオシステムが形成された
　オーディオシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のオーディオシステムを単位オーディオシステムとし、
　複数のネットワーク上に、それぞれ異なるシステム識別情報で識別される単位オーディ
オシステムがそれぞれ形成され、
　前記制御端末は、前記複数のネットワーク上に形成された単位オーディオシステムのシ
ステム管理テーブルをそれぞれ記憶しており、各ネットワークに接続したとき、そのネッ
トワーク上に存在する単位オーディオシステムのシステム管理テーブルを制御対象のシス
テム管理テーブルに設定する
　オーディオシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、オーディオ機器をネットワークで接続したオーディオシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のオーディオ機器からなるオーディオシステムにおいて、従来は、各オーディオ機
器は、アナログまたはデジタルのオーディオケーブルで互いに接続されていた。近年、煩
雑なケーブル群を無くすとともに接続形態の自由度を高めるために、各機器をネットワー
ク（特に無線ネットワーク）で接続し、パケットで音声信号やコマンドメッセージを送受
信することが考えられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１０１５４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　オーディオケーブルは全ての入出力毎にそれそれ必要であるものの、機器の端子に物理
的に接続すれば接続が完了する。これに対して、無線ネットワークは、たとえば特許文献
１に示すように、ＳＳＩＤやパスワードなどの設定が必要であり、設定作業がケーブルの
接続よりも面倒である。また、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標：ＩＥＥＥ８０２．３）やＷ
ｉ－Ｆｉ（ＩＥＥＥ８０２．１１）のネットワークの場合、基本的に接続されている全て
の機器が他の機器から見えるため、同一ネットワーク上に複数のオーディオシステムを構
築することは煩雑だった。
【０００５】
　そこで本発明は、ネットワークを用いてオーディオ機器を接続し、且つ、一つのネット
ワーク上に複数のオーディオシステムを構築可能なオーディオシステムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のオーディオシステムは、ネットワークを介して相互に通信する１または複数の
オーディオ機器と、ネットワークを介してオーディオ機器を制御する制御端末と、を備え
る。オーディオ機器および制御端末は、各オーディオ機器が所属するオーディオシステム
を示す情報であるシステム識別情報、および、各オーディオ機器の情報が書き込まれたシ
ステム管理テーブルを備える。制御端末は、ネットワークに接続されたオーディオ機器を
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オーディオシステムに登録して、このオーディオ機器に対してオーディオシステムに所属
している旨を示す同一のシステム識別情報を付してシステム管理テーブルに書き込み、こ
の新たなオーディオ機器の登録で更新されたシステム管理テーブルのシステム情報を各オ
ーディオ機器に送信する。各オーディオ機器は、制御端末から受信したシステム情報で自
己のシステム管理テーブルを更新する。そして、システム管理テーブルに登録されたオー
ディオ機器は、無線ネットワークのアクセスポイントをステルスモードで起動し、新規の
オーディオ機器のネットワークへの接続を受け付けるとき、ステルスモードを解除し、新
規のオーディオ機器のオーディオシステムへの登録が完了したのち再度ステルスモードを
有効にする。
 
【０００７】
　本発明のオーディオシステムは、上記のオーディオシステムを単位オーディオシステム
とし、同一のネットワーク上に、それぞれ異なるシステム識別情報で識別される複数の単
位オーディオシステムが形成されたことを特徴とする。
【０００８】
　本発明のオーディオシステムは、上記のオーディオシステムを単位オーディオシステム
とし、複数のネットワーク上に、それぞれ異なるシステム識別情報で識別される単位オー
ディオシステムがそれぞれ形成される。制御端末は、複数のネットワーク上に形成された
単位オーディオシステムのシステム管理テーブルをそれぞれ記憶しており、各ネットワー
クに接続したとき、そのネットワーク上に存在する単位オーディオシステムのシステム管
理テーブルを制御対象のシステム管理テーブルに設定する。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、一つのネットワーク上に１または複数のオーディオ機器からなるオ
ーディオシステムを複数構築可能であり、且つ、１台の制御端末で複数のオーディオシス
テムを制御することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明が適用されるオーディオシステムの構成図
【図２】この発明が適用され、コントローラとして機能する携帯電話機のブロック図
【図３】この発明が適用されるオーディオ機器のブロック図
【図４】コントローラおよびオーディオ機器に設定されるシステム管理テーブルの例を示
す図
【図５】コントローラの起動時の動作を示すフローチャート
【図６】コントローラとオーディオ機器の通信手順を示す図
【図７】コントローラとオーディオ機器の通信手順を示す図
【図８】コントローラとオーディオ機器の通信手順を示す図
【図９】コントローラとオーディオ機器の通信手順を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、本発明が適用されるオーディオシステムの構成を示す図である。この図には、
３つのオーディオシステム１０－１，１０－２，１０－３が記載されている。各オーディ
オシステム１０は、有線ＬＡＮおよび無線ＬＡＮを含むネットワークで接続された複数の
オーディオ機器４およびコントローラ１として機能する多機能携帯電話機１を有している
。各オーディオ機器およびコントローラ１は、ネットワークを介して相互にオーディオ信
号およびコマンドメッセージの送受信を行う。各オーディオシステム１０－１，１０－２
，１０－３は、それぞれユニークなシステムＩＤ（以下ＬＩＤと略記する場合がある）で
識別される。システムＩＤは、任意の文字列であればよいが、この実施形態ではオーディ
オシステム１０－１，１０－２，１０－３のシステムＩＤを０１，０２，０３とする。シ
ステムＩＤが本発明のシステム識別情報に対応する。なお、オーディオシステム１０を構
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成する各オーディオ機器４は、有線ＬＡＮ機能および２つの無線ＬＡＮ機能を有している
。
【００１２】
　オーディオシステム１０－１は、有線ＬＡＮ２および無線ＬＡＮで相互に接続された複
数のオーディオ機器４（４－１１～４－１４）、および、コントローラ１－１として機能
する多機能携帯電話機１－１を有している。オーディオシステム１０－２は、有線ＬＡＮ
２および無線ＬＡＮで相互に接続された複数のオーディオ機器４（４－２１～４－２４）
、および、コントローラ１－２として機能する多機能携帯電話機１－２を有している。こ
れらオーディオシステム１０－１、１０－２は、有線ＬＡＮ２を共有し、同一セグメント
に共存している。
【００１３】
　また、オーディオシステム１０－３は、オーディオ機器４－３１、４－３２を有し、コ
ントローラは、オーディオシステム１０－１のコントローラ１－１が共通に用いられる。
すなわち、コントローラ（携帯電話機）１－１のユーザがオーディオシステム１０－１の
側（たとえば自宅）にいるとき、携帯電話機１－１は、オーディオシステム１０－１のコ
ントローラ１－１として機能し、ユーザがオーディオシステム１０－３の側（たとえばオ
フィス）にいるとき、携帯電話機１－１は、オーディオシステム１０－３のコントローラ
として機能する。コントローラ１の制御対象のオーディオシステム１０の切り換えについ
ては後述する。
【００１４】
　上述したように、オーディオシステム１０を構成する各オーディオ機器４は、有線ＬＡ
Ｎ機能および２つの無線ＬＡＮ機能を有している。オーディオ機器４は、２つの無線ＬＡ
Ｎ機能の一方を用いてアクセスポイントを起動することができる。オーディオ機器４によ
って起動されたアクセスポイントは内部アクセスポイント４Ａと呼ばれる。内部アクセス
ポイント４Ａには、下位のオーディオ機器４が接続される。内部アクセスポイント４Ａは
、通常は（後述のイニシャル接続時以外は）ステルスモードで動作しており、他の機器に
その存在を知られにくいようになっている。もう一方の無線ＬＡＮ機能は、無線ＬＡＮの
子機として機能し、上位のオーディオ機器４の内部アクセスポイント４Ａ、または、外部
アクセスポイント３，７のいずれかに接続される。
【００１５】
　有線ＬＡＮ２にはアクセスポイント（外部アクセスポイント：ルータ等）３が接続され
、有線ＬＡＮ６にはアクセスポイント（外部アクセスポイント）７が接続されている。オ
ーディオ機器４－１１、４－２１は有線ＬＡＮ２に接続され、オーディオ機器４－３１は
、有線ＬＡＮ６に接続されている。オーディオ機器４－１２，４－１３，４－２２，４－
２３および４－３２は、それぞれ上位のオーディオ機器４－１１，４－２１，４－３１の
内部アクセスポイント４Ａ－１１，４Ａ－２１，４Ａ－３１に無線ＬＡＮで接続されてい
る。オーディオ機器４－１４は、外部アクセスポイント３に接続されている。また、コン
トローラ１－１、１－２は、外部アクセスポイント３または７を介して各オーディオ機器
４と通信する。
【００１６】
　有線ＬＡＮ２，６は、たとえばＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標：ＩＥＥＥ８０２．３）が
用いられればよく、無線ＬＡＮは、Ｗｉ－Ｆｉ（ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ）が用いられれ
ばよい。
【００１７】
　各オーディオ機器４は、有線ＬＡＮ２，６に対する接続の形態に応じてルート機器、ノ
ード機器、リーフ機器、および、ブランチ機器と呼ばれる。ルート機器は、有線ＬＡＮ２
，６に直接（ケーブルで）接続されている（ルータにケーブル接続されている）最上位の
機器であり、図１においてオーディオ機器４－１１、４－２１および４－３１がルート機
器である。ルート機器は、各オーディオシステム１０－１，１０－２，１０－３の構築時
に最初に登録されたオーディオ機器であり、各オーディオシステム１０－１，１０－２，
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１０－３の基点となる。ルート機器は、下位のオーディオ機器４をネットワークに接続し
てオーディオシステム１０に参加させるための内部アクセスポイント４Ａを起動する。
 
【００１８】
　ノード機器は、無線ＬＡＮによってルート機器（ルート機器の内部アクセスポイント４
Ａ）に接続されている中位の機器であり、図１においてオーディオ機器４－１２，４－１
３、４－２２，４－２３および４－３２がノード機器である。ノード機器は、下位のオー
ディオ機器４をネットワークに接続してオーディオシステム１０に参加させるための内部
アクセスポイント４Ａを起動する。
【００１９】
　リーフ機器は、無線ＬＡＮによってノード機器（ノード機器の内部アクセスポイント４
Ａ）に接続されている下位の機器であり、図１においてオーディオ機器４－２４がリーフ
機器である。
【００２０】
　このオーディオシステムでは、高品質のオーディオ信号の伝送のため、ルート機器には
２台までのノード機器の接続が許可される。また、各ノード機器には２台までのリーフ機
器の接続が許可される。また、内部アクセスポイント４Ａを用いた接続の階層は、ルート
機器－ノード機器－リーフ機器の３階層までとする。したがって、ルート機器を頂点とす
る無線ＬＡＮのツリーにより、ルート機器を含めて７台までのオーディオ機器を接続する
ことができる。ただし本発明において、ツリーの階層の数、および、各オーディオ機器４
に接続可能な下位の機器の台数は、この実施形態に限定されない。
【００２１】
　ブランチ機器は、上記のツリーとは別に外部アクセスポイント３，７に無線ＬＡＮで接
続され有線ＬＡＮ２，６を経由してオーディオシステム１０内の他のオーディオ機器４と
通信するオーディオ機器４であり、図１においては、オーディオ機器４－１４がブランチ
機器である。各オーディオシステム１０において、ブランチ機器の台数に制限はない。な
お、リーフ機器およびブランチ機器は、内部アクセスポイント４Ａを起動しない。
【００２２】
　携帯電話機１はオーディオシステム制御プログラム７０（図２参照）が起動されること
によりオーディオシステムコントローラ（以下、コントローラ）１として機能する。携帯
電話機１（コントローラ１）は、１つのオーディオシステム１０に対応付けられて、その
オーディオシステム１０に所属するオーディオ機器４とネットワークを介して通信する。
コントローラ１は、この通信により、そのオーディオシステム１０内で再生されるオーデ
ィオソース（たとえば、どのオーディオ機器４の楽曲をどのオーディオ機器４に配信する
かなど）やその音量などを制御する。また、各オーディオ機器４は、ネットワークを介し
て自己が所属するオーディオ機器４と通信し、相互にオーディオ信号を送受信する。
【００２３】
　次に、図２のブロック図を参照して、携帯電話機１の構成を説明する。携帯電話機１は
、いわゆるスマートフォンと言われる多機能電話機である。携帯電話機１は、携帯通信網
である３Ｇ／４Ｇ通信機能、無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）通信機能、および、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）通信機能を有している。携帯電話機１は、アプリケーションプログラ
ムであるオーディオシステム制御プログラム７０を起動することにより、コントローラ１
として機能し、ネットワーク３経由でオーディオシステムのオーディオ機器４と通信し、
ユーザの操作に応じたコマンドメッセージをオーディオ機器４に送信してオーディオシス
テムを制御する。
【００２４】
　携帯電話機１は、バス２６上に、制御部２０、操作部３０、メディアインタフェース３
１、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路３２、３Ｇ／４Ｇ通信回路３３、および、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）通信部３４を有している。制御部２０は、ＣＰＵ２１、ＲＯＭ（フラッシュメ
モリ）２２、ＲＡＭ２３、画像プロセッサ２４および音声プロセッサ２５を含んでいる。
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画像プロセッサ２４には、ビデオＲＡＭ（ＶＲＡＭ）４０が接続され、ＶＲＡＭ４０には
表示部４１が接続されている。表示部４１は液晶のディスプレイを含んでいる。ディスプ
レイには、待ち受け画面や電話番号などが表示される。また、コントローラ１として機能
する場合は、オーディオ機器４を制御するための画面が表示される。音声プロセッサ２５
には、Ｄ／Ａコンバータを含むアンプ４２が接続され、アンプ４２にはスピーカ１６が接
続されている。
【００２５】
　画像プロセッサ２４は、待ち受け画面や電話番号等などの種々の映像を生成するＧＰＵ
（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ，グラフィックス・プロセッシン
グ・ユニット）を備えている。画像プロセッサ２４は、オーディオシステム制御プログラ
ム７０が起動された場合には、ＣＰＵ２１の指示に従ってオーディオコントローラの画像
を生成し、これをＶＲＡＭ４０上に展開する。ＶＲＡＭ４０上に展開された画像は表示部
４１に表示される。
【００２６】
　音声プロセッサ２５は、通話音声をエンコード／デコードするＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ：デジタル・シグナル・プロセッサ）を有している
。音声プロセッサ２５は、デコード／生成した音声をアンプ４２に出力する。アンプ４２
は、この音声信号を増幅してスピーカ１６に出力する。
【００２７】
　無線ＬＡＮ通信回路３２は、ルータ２との間でＩＥＥＥ８０２．１１ｇなどの規格で無
線通信を行い、アクセスポイント３，７を介してオーディオ機器４と通信する。３Ｇ／４
Ｇ通信回路３３は、携帯電話通信網を介して、音声通話およびデータ通信を行う。Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ通信部３４は、他のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ対応機器と通信し、例えばオーディ
オ信号の送受信等を行う。
【００２８】
　操作部３０は、表示部４１上に形成されたタッチパネルを含み、タッチパネル上のタッ
チ操作、フリック操作を検出する。オーディオシステム制御プログラム７０が起動される
と、表示部４１には、セットアップボタン、スキャンボタンなどの複数の操作子が表示さ
れる。操作部３０は、タッチパネルでユーザのタッチ操作およびその座標を検出し、どの
操作子が操作されたかを判断する。
【００２９】
　メディアインタフェース３１にはメモリカード１５が接続される。メモリカード１５は
、たとえばマイクロＳＤカードである。オーディオシステム制御プログラム７０は、メモ
リカード１５またはＲＯＭ２２に保存される。この実施形態では、図２に示したように、
オーディオシステム制御プログラム７０はメモリカード１５に保存されるものとする。な
お、オーディオシステム制御プログラム７０は、３Ｇ／４Ｇまたは無ＬＡＮのデータ通信
によってダウンロードされてもよく、ＲＯＭ２２またはメモリカード１５に予め記憶され
ていてもよい。また、メモリカード１５には、オーディオシステムの構成を記憶する記憶
エリア７１が設定される。
【００３０】
　ＲＯＭ２２には、この携帯電話機１の通話やアプリケーションプログラムを実行するた
めの基本プログラムが記憶されている。また、ＲＯＭ２２はフラッシュメモリであり、基
本プログラムのほか、ダウンロードされたアプリケーションプログラムなどを記憶するこ
とも可能である。ＲＡＭ２３には、ＣＰＵ２０がオーディオシステム制御プログラム７０
を実行する際に使用されるワークエリアが設定される。
【００３１】
　次に図３を参照してオーディオ機器４の構成について説明する。オーディオ機器４は、
制御部５０、オーディオ処理部５１および操作部５９を有するとともに、２つの無線ＬＡ
Ｎ通信部（ＲＦモジュール）５６、５７および有線ＬＡＮ通信部５８を有している。操作
部５９は、コネクトボタン５９Ａを有している。制御部５０は、ＣＰＵおよびメモリを含
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み、オーディオシステムプログラムを記憶している。制御部５０は、オーディオシステム
プログラムにより、オーディオ処理部５１および無線ＬＡＮ通信部５６、５７、有線ＬＡ
Ｎ通信部５８の動作を制御する。また、制御部５０は、コネクトボタン５９Ａが押下され
たとき、このオーディオ機器４をネットワーク３に接続するための動作であるイニシャル
接続動作を実行する。イニシャル接続動作の詳細は後述する。
【００３２】
　無線ＬＡＮ通信部５６は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇなどの無線ＬＡＮ規格でアクセスポ
イント３，７と無線通信を行う。また、他の無線ＬＡＮ通信部５７は、アクセスポイント
（内部アクセスポイント４Ａ）として起動され、他のオーディオ機器（たとえばオーディ
オ機器４－１２，４－１３など）を有線ＬＡＮ２に中継する。また、無線ＬＡＮ通信部５
７は、このオーディオ機器４のイニシャル接続時にもイニシャル接続用の仮アクセスポイ
ントとして起動され、コントローラ１（携帯電話機１）と通信する。イニシャル接続時の
動作は後述する。なお、２つの無線ＬＡＮ通信部５６、５７は、１つのハードウェアを時
分割で動作させて実現してもよい。有線ＬＡＮ通信部５８は、ケーブルコネクタを有し、
ＩＥＥＥ８０２．３などの通信規格で有線ＬＡＮ２，６－アクセスポイント３，７を介し
た通信を行う。アクセスポイント３，７には、携帯電話機をハードウェアとするコントロ
ーラ１が接続されており、制御部５０は、有線ＬＡＮまたは無線ＬＡＮを経由してコント
ローラ１と通信し、動作状態を送信したり、コマンドメッセージを受信したりする。
【００３３】
　内部アクセスポイント４ＡのＳＳＩＤおよびパスワードは、無線ＬＡＮ通信部５７のＭ
ＡＣアドレスから割り出し可能な文字列にされている。たとえば、ＭＡＣアドレスをオク
テット表現したものをＳＳＩＤとし、下３オクテット（機種ＩＤ＋シリアル番号）をパス
ワードとするなどである。これにより、新たにオーディオシステムに参加するオーディオ
機器は、ＳＳＩＤに基づいて、すなわち、ＭＡＣアドレスのベンダーＩＤおよび機種ＩＤ
に基づいて、内部アクセスポイント４Ａを発見することができ、且つ、自らパスワードを
生成してその内部アクセスポイント４Ａに接続することができる。これにより、内部アク
セスポイント４Ａに接続する場合の、ユーザによるＳＳＩＤ、パスワードの入力を省略す
ることができる。なお、内部アクセスポイント４ＡのＳＳＩＤ、パスワードの生成方式は
上記のものに限定されない。
【００３４】
　オーディオ処理部５１は、チューナ５２、オーディオ回路５３、パワーアンプ５４を有
している。チューナ５２は、ＦＭ放送またはインターネットからオーディオ信号を受信し
てオーディオ回路５３に入力する。オーディオ回路５３は、入力されたオーディオ信号に
対してイコライズ、音量調整などの処理を行ったのち、この処理されたオーディオ信号を
パワーアンプ５４に出力する。パワーアンプ５４は入力されたオーディオ信号を増幅し、
外部接続されているスピーカ５５に出力する。スピーカ５５は、入力されたオーディオ信
号を音響として放音する。
【００３５】
　なお、オーディオ機器４－１１～４－３２は、それぞれ異なる機器であってよいが、通
信機能およびオーディオ信号処理機能の基本的な構成は図３に示したものである。
【００３６】
　図４はシステム管理テーブルの一例を示す図である。オーディオシステム１０を構成す
る各オーディオ機器４およびコントローラ１はそれぞれ自己のシステムのシステム管理テ
ーブルを記憶している。システム管理テーブルには、システムＩＤ、このオーディオシス
テムに所属するオーディオ機器４の接続位置、機種、上下のＭＡＣアドレス、内部アクセ
スポイントのＳＳＩＤ、および、外部アクセスポイント情報などが書き込まれる。接続位
置は、上述した有線ＬＡＮ２，６に対する接続形態であり、ルート、ノード（１，２）、
リーフ（１１，１２，２１，２２）またはブランチの値を持つ。上下のＭＡＣアドレスは
、２つの無線ＬＡＮ通信部５６，５７のＭＡＣアドレスであり、無線ＬＡＮにおいて機器
を識別する情報となる。外部アクセスポイント情報は、コントローラ１またはブランチ機
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器４が接続している外部アクセスポイントに関する情報であり、この外部アクセスポイン
トのＳＳＩＤ、パスワードなどが書き込まれる。なお、システム管理テーブルの記憶内容
は図４に示したものに限定されない。
【００３７】
　図４（Ａ）は、オーディオシステム１０－１のシステム管理テーブルである。オーディ
オシステム１０－１は、４台のオーディオ機器１０－１１～１４を有しているため、シス
テム管理テーブルには、この４台分の機器情報が書き込まれている。また、図４（Ｂ）は
、オーディオシステム１０－３のシステム管理テーブルである。オーディオシステム１０
－３は、２台のオーディオ機器１０－３１、３２を有しているため、システム管理テーブ
ルには、この２台分の機器情報が書き込まれている。
【００３８】
　これらのシステム管理テーブルは、そのオーディオシステム１０を制御するコントロー
ラ１が作成し、各オーディオ機器４に配信する。したがって、オーディオシステム１０－
１の各オーディオ機器１０－１１～１４の制御部５０は、図４（Ａ）のシステム管理テー
ブルを記憶しており、オーディオシステム１０－３の各オーディオ機器１０－３１，３２
の制御部５０は、図４（Ｂ）のシステム管理テーブルを記憶している。なお、オーディオ
システム１０－２のオーディオ機器１０－２１～２４の制御部５０は、図示しないが別途
作成されたシステム管理テーブルを記憶している。
【００３９】
　コントローラ１－１は、図１に示したように、移動（切り換え）により、オーディオシ
ステム１０－１およびオーディオシステム１０－３の両方を制御するため、図４（Ａ）、
（Ｂ）の両方のシステム管理テーブルを記憶している。
【００４０】
　コントローラ１は、最初のオーディオ機器４をルート機器として登録することでオーデ
ィオシステム１０（たとえばシステムＩＤ＝０１）を構築し、その後このオーディオシス
テム１０に２台目以降のオーディオ機器４を追加することができる。また、コントローラ
１は、制御対象のシステム管理テーブルを切り換えることにより、制御対象のオーディオ
システム１０を切り換え、異なるオーディオシステム１０を制御することもできる。たと
えば、コントローラ１－１がアクセスポイント３に接続されているときは、図４（Ａ）の
システム管理テーブルを参照することでオーディオシステム１０－１（システムＩＤ＝０
１）を制御し、アクセスポイント７に接続されているときは、図４（Ｂ）のシステム管理
テーブルを参照することでオーディオシステム１０－３（システムＩＤ＝０３）を制御す
るなどである。
【００４１】
　図５のフローチャートを参照してコントローラ１の起動時の動作を説明する。オーディ
オシステム制御プログラム７０が起動され携帯電話機１がコントローラ１として起動され
ると（ステップＳ１０、以下ステップＳｎをＳｎと記す。）、携帯電話機１にコントロー
ルアプリ７０がインストールされて初めて起動されたか否かを判断する（Ｓ１１）。初め
て起動された場合には（Ｓ１１でＹＥＳ）、オーディオシステム１０を新規にセットアッ
プすることを促す画面を表示し（Ｓ１２）、新規のオーディオシステム１０の構築処理へ
進む。新規のオーディオシステムの構築処理は図６で説明する。なお、初めて起動されて
、処理がＳ１２に進んだ場合でも、ユーザの操作によりＳ１３の既存システムの検索処理
に進むことが可能である。
【００４２】
　初めての起動でない場合には（Ｓ１１でＮＯ）、アクセスポイントを経由してネットワ
ークをスキャンし、ネットワーク上にオーディオシステム１０が存在するかを検索する（
Ｓ１３）。既存のオーディオシステム１０では、ルート機器が定期的にシステムＩＤを含
むビーコンを送信しているため、コントローラ１は、これを受信することで既存のオーデ
ィオシステム１０の存在を検出することができる。オーディオシステム１０が発見されな
かった場合には（Ｓ１４でＮＯ）、制御対象がないため、操作待ち画面を表示して待機す
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る（Ｓ１５）。このとき、オーディオシステム制御プログラム７０が終了されずにセット
アップ操作がされた場合には、処理をＳ１２に移行させる。
【００４３】
　Ｓ１４でオーディオシステム１０が発見された場合には（Ｓ１４でＹＥＳ）、そのなか
に、このコントローラ１で前回のプログラム終了時まで接続していたオーディオシステム
１０である制御中システムが存在するかを判断する（Ｓ１６）。制御中システムか否かは
システムＩＤを照合することで判断することができる。（直前の制御対象システムのシス
テムＩＤはコントローラ１内に保存しておくものとする。）制御中システムが存在する場
合には（Ｓ１６でＹＥＳ）、その制御中システムのシステム情報をシステム管理テーブル
から読み出して画面に表示する（Ｓ１７）。このとき、他のオーディオシステム１０に制
御対象を移行させる旨の操作がなければ（Ｓ１８でＹＥＳ）、この制御中システムの制御
モードに進む（Ｓ１９）。
【００４４】
　Ｓ１６で制御中システムがネットワーク上に発見できなかった場合（Ｓ１６でＮＯ）、
または、制御中システムが発見されたがユーザの操作によって制御対象システムを移行す
ることが選択された場合には（Ｓ１８でＹＥＳ）、処理をＳ２０に進める。Ｓ２０では、
表示部４１に発見されたオーディオシステム１０の選択リストを表示する。このとき、過
去に制御対象とした履歴のあるオーディオシステム１０は、リストの上位に記載すればよ
い。そして、このリストのなかから制御対象とするオーディオシステム１０の選択を受け
付ける（Ｓ２１）。このとき、既存のオーディオシステム１０の制御に移行せず、新規に
オーディオシステム１０を構築する旨の選択がされた場合には、処理をＳ１２に移行させ
る。Ｓ２１でいずれかのオーディオシステム１０が制御対象として選択されると、その選
択されたオーディオシステム１０を制御中システムとして設定し（Ｓ２２）、この制御中
システムの制御モードに進む（Ｓ２３）。
【００４５】
　上記の「制御中システムがネットワーク上に発見できなかった場合（Ｓ１６でＮＯ）」
は、たとえば、携帯電話機１－１のユーザが、オーディオシステム１０－１が存在する自
宅から、オーディオシステム１０－３が存在するオフィスへ移動した場合などがある。ま
た、「制御中システムが発見されたがユーザの操作によって制御対象システムを移行する
ことが選択された場合（Ｓ１８でＹＥＳ）」は、たとえば、携帯電話機１－１でオーディ
オシステム１０－１を制御していたユーザが、同じネットワーク上に見えているオーディ
オシステム１０－２を制御しようとする場合などがある。
【００４６】
　また、制御中システムの制御モード（Ｓ１９、Ｓ２３）であっても、いつでも再スキャ
ンを行うことができ、制御対象のオーディオシステム１０を切り換えることができる。な
お、コントローラ１は、一度も制御対象としたことのないオーディオシステム１０であっ
ても、そのオーディオシステム１０のルート機器からシステム管理テーブルを取得するこ
とができる。
【００４７】
　以上の動作により、コントローラ１は、初期起動時には新規のオーディオシステム１０
のセットアップを行うことができ、２回目以後の起動時には、前回のプログラム終了時に
制御していた制御中システムの制御に自動的に進行することができる。そして、２回目以
後であっても、セットアップボタンやスキャンボタンを押すことにより、新規のシステム
の構築や現在制御中システム以外のオーディオシステム１０への移行をすることができる
。
【００４８】
　ここで、コントローラ１は、制御中システムの制御モードでは、以下のような動作を行
う。制御中のオーディオシステム１０（たとえばシステムＩＤ＝０１）に所属する各オー
ディオ機器４とその設置場所（寝室、食堂など）を表示して、オーディオ機器４の選択を
受け付ける。選択されたオーディオ機器４で再生可能なオーディオソースまたは楽曲の選
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択を受け付ける。選択されたオーディオ機器４に対して指定されたオーディオソースまた
は楽曲の再生を開始するようにコマンドメッセージを送信する。このコマンドメッセージ
は選択されたオーディオ機器４に対してユニキャストで送信される。選択されたオーディ
オ機器４は、指定されたオーディオソースまたは楽曲を再生し、自己のスピーカから放音
するとともに、このオーディオ信号をオーディオシステム１０に所属する他のオーディオ
機器４に対しても送信する。この送信は上記所属するオーディオ機器４に対するマルチキ
ャストで行われる。また、コントローラ１は、再生（放音）される楽音の音量を制御する
ボリュームコントロール画面を表示し、ユーザによる音量制御を受け付ける。ユーザによ
り音量調整の操作がされると、その操作内容に基づく音量制御コマンドメッセージを各オ
ーディオ機器４に対して送信する。このコマンドメッセージは、所属するオーディオ機器
４に対してマルチキャストで送信してもよく、各オーディオ機器４の制御スケールに合わ
せた別々のコマンドメッセージを編集してそれぞれユニキャストで送信されてもよい。
【００４９】
　次に、図６～図９を参照してオーディオシステム１０にオーディオ機器４を登録する手
順について説明する。
【００５０】
　オーディオシステム１０は、ケーブルで有線ＬＡＮ２に接続されたオーディオ機器４が
コントローラ１と通信してルート機器として設定されることで構築される。その後、この
ルート機器に接続されるノード機器、および、ノード機器に接続されるリーフ機器などが
追加される。また、ブランチ機器は、ルート機器の設置後、すなわちオーディオシステム
１０の構築後は任意に設置することが可能である。オーディオシステム１０の構築および
オーディオシステム１０へのオーディオ機器４の登録は、オーディオ機器４が、その（そ
のシステムＩＤの）オーディオシステム１０を制御するコントローラ１と通信し、コント
ローラ１がそのオーディオシステム１０のシステム管理テーブルにそのオーディオ機器４
を登録することによって行われる。
【００５１】
　図６は、新規にオーディオシステム１０を構築する場合のコントローラ１とルート機器
となるオーディオ機器４との通信手順を示す図である。携帯電話機１は、オーディオシス
テム制御プログラム７０が起動されて、コントローラ１として機能している。ユーザの操
作によってコントローラ１がセットアップモードになると(Ｓ３１)、表示部４１にオーデ
ィオ機器４のコネクトボタン５９Ａを押下することを促す案内画面が表示される。この画
面の案内に従いユーザはオーディオ機器４のコネクトボタン５９Ａを押下する（Ｓ４１）
。次に、コントローラ１は、有線ＬＡＮ２（または６）に接続された新規のオーディオ機
器４を検索する（Ｓ３２）。この検索はポーリングなど返信を要求するメッセージを送信
することで行われる。オーディオ機器４は、この検索に対して応答する（Ｓ４２）。これ
により、コントローラ１とオーディオ機器４は、有線ＬＡＮ２，アクセスポイント３を介
して相互通信を開始する。
【００５２】
　オーディオ機器４－１２は、自分自身の機器情報をコントローラ１－１に送信する（Ｓ
７６）。コントローラ１－１は、現在管理しているオーディオシステム１０－１（ＬＩＤ
１０）にこのオーディオ機器４－１２を追加登録してシステム情報を更新する（Ｓ５５）
。オーディオ機器４は、自分自身の機器情報をコントローラ１に送信する（Ｓ４３）。コ
ントローラ１は、このオーディオ機器４をルート機器として新規にオーディオシステム１
０を構築する。オーディオシステム１０にシステムＩＤ（たとえば“０１”）を割り当て
（Ｓ３４）、図４に示すシステム管理テーブルを作成して、現在通信しているオーディオ
機器４をルート機器とするオーディオシステムを構築する（Ｓ３５）。システム管理テー
ブルの内容であるシステム情報をルート機器となったオーディオ機器４に送信し（Ｓ３６
）、セットアップモードを終了する（Ｓ３７）。オーディオ機器４はこのシステム情報を
受信して（Ｓ４４）自身のシステム管理テーブルを作成する（Ｓ４５）。これにより、オ
ーディオ機器４（ルート機器）は、オーディオシステム１０の構成要素（コンポーネント
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）となり、このオーディオシステムを制御するコントローラ１によって、再生する楽曲や
その音量などを制御されるようになる。オーディオ機器４は、アクセスポイントとして起
動するが、通常はステルスモードという、外部からＳＳＩＤが確認できない状態になって
いる。（Ｓ４６）。
【００５３】
　図７は、構築済みのオーディオシステムに、ノード機器が追加される場合の通信手順を
示す図である。この例では、オーディオシステム１０－１のルート機器（オーディオ機器
４－１１）にノード機器（オーディオ機器４－１２）が接続される場合について説明する
。
【００５４】
　コントローラ１－１として機能している携帯電話機１－１が、ユーザの操作によってセ
ットアップモードになる(Ｓ５１)と、表示部４１にオーディオ機器４のコネクトボタン５
９Ａを押下することを促す案内画面が表示される。この画面の案内に従いユーザはオーデ
ィオ機器４－１２のコネクトボタン５９Ａを押下する（Ｓ７１）。コントローラは、シス
テム管理テーブルに既に登録されているオーディオ機器４－１１（ルート機器）にステル
スモードの解除を指示する（Ｓ５２）。これによりオーディオ機器４－１１は、内部アク
セスポイント４Ａ－１１のステルスモードを解除し、自己の存在を知らせるビーコンを送
信してオーディオ機器４－１２からのアクセスを可能にする（Ｓ６１）。内部アクセスポ
イント４Ａが送信するビーコンは、いわゆるＷｉ－Ｆｉのビーコンパケットであり、ＳＳ
ＩＤ、チャネル情報、転送速度などの情報を含むものである。次に、コントローラ１－１
は、新規機器の検索を開始する（Ｓ５３）。
【００５５】
　オーディオ機器４－１２は、ユーザによってコネクトボタン５９Ａが押下されると（Ｓ
７１）、イニシャル接続モードになり、接続可能なアクセスポイントを検索する（Ｓ７２
）。この検索で、オーディオ機器４－１２は、接続可能なアクセスポインとして、内部ア
クセスポイント４Ａ－１１を発見する。上述したように、内部アクセスポイント４Ａ－１
１は、オーディオ機器４－１２から見てオーディオシステム１０の機器であることを識別
可能なＳＳＩＤを有しており、かつ、そのＳＳＩＤ（またはＭＡＣアドレス）からパスワ
ードを生成して接続可能である。オーディオ機器４－１２は、このＳＳＩＤおよび生成し
たパスワードを用いてこの内部アクセスポイント４Ａ－１１（ルート機器４－１１）に接
続する（Ｓ７３）。そして、ルート機器４－１１からオーディオシステム１０－1（シス
テムＩＤ＝０１）の現時点での（オーディオ機器４－１２が登録される前の）システム情
報を取得する（Ｓ６２、Ｓ７４）。これでオーディオ機器４－１２は、オーディオシステ
ム１０－１のオーディオ機器４（現状４－１１のみ）と通信可能になる。ただし、まだコ
ントローラ１－１に登録されていない。
【００５６】
　オーディオ機器４－１２は、アクセスポイント３、有線ＬＡＮ２、ルート機器４－１１
を介してコントローラ１－１からの（Ｓ５３で実行されている）検索メッセージを受信し
、このメッセージに応答する（Ｓ７５）。これにより、コントローラ１－１とオーディオ
機器４－１２は、ルート機器４－１１、有線ＬＡＮ２、アクセスポイント３を介した相互
の通信を開始する。
【００５７】
　オーディオ機器４－１２は、自分自身の機器情報をコントローラ１－１に送信する（Ｓ
７６）。コントローラ１－１は、現在管理しているオーディオシステム１０－１（システ
ムＩＤ＝０１）のシステム管理テーブルにこのオーディオ機器４－１２を追加登録してシ
ステム情報を更新する（Ｓ５５）。更新したシステム情報をオーディオシステム１０－１
の全てのオーディオ機器４に送信して（Ｓ５６）、セットアップモードを終了する（Ｓ５
７）。セットアップモード終了の通知も全てのオーディオ機器４に送信される。
【００５８】
　オーディオ機器４－１２はこのシステム情報を受信して、自身が所属するオーディオシ
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ステム１０－１の管理テーブルを設定する（Ｓ７７）。これにより、オーディオ機器４－
１２は、オーディオシステム１０－１の構成要素（コンポーネント）となり、コントロー
ラ１－１によって再生する楽曲やその音量などが制御されるようになる。こののちオーデ
ィオ機器４－１２は、ステルスモードで内部アクセスポイント４Ａ－１２を起動する（Ｓ
７８）。また、コントローラ１－１からシステム情報を受信したルート機器４－１１は、
このシステム情報で内部に記憶している管理テーブルを更新する（Ｓ６３）。そして、内
部アクセスポイント４Ａ－１１をステルスモードに戻す（Ｓ６４）。以上の処理により、
構築済みのオーディオシステム１０に新たな機器を追加することができる。
【００５９】
　図８は、構築済みのオーディオシステム１０に、さらにリーフ機器が追加される場合の
通信手順を示す図である。この例では、オーディオシステム１０－２のノード機器４－２
３にリーフ機器４－２４が接続される場合について説明する。なお、ノード機器にリーフ
機器が接続される場合の手順は、ルート機器にノード機器が接続される場合の手順とほぼ
同様である。
【００６０】
　コントローラ１－２として機能している携帯電話機１－２が、ユーザの操作によってセ
ットアップモードになると(Ｓ８１)、表示部４１にオーディオ機器４のコネクトボタン５
９Ａを押下することを促す案内画面が表示される。この画面の案内に従いユーザはオーデ
ィオ機器４－２４のコネクトボタン５９Ａを押下する（Ｓ１０１）。コントローラ１－２
は、システム管理テーブルに既に登録されているオーディオ機器４（ルート機器４－２１
、ノード機器４－２２、４－２３）にステルスモードの解除を指示する（Ｓ８２）。これ
により各オーディオ機器４は、アクセスポイントのステルスモードを解除し、自己の存在
を知らせるビーコンを送信してオーディオ機器４－２４からのアクセスを可能にする（Ｓ
９１）。次に、コントローラ１－２は、新規機器の検索を開始する（Ｓ８３）。
【００６１】
　オーディオ機器４－２４は、ユーザによってコネクトボタン５９Ａが押下されると（Ｓ
１０１）、イニシャル接続モードになり、接続可能なアクセスポイントを検索する（Ｓ１
０２）。ここでは、オーディオ機器４－２４がノード機器４－２３の内部アクセスポイン
ト４Ａ－２３を発見したものとする。オーディオ機器４－２４は、内部アクセスポイント
４Ａ－２３のＭＡＣアドレスから割り出したＳＳＩＤおよびパスワードを用いて内部アク
セスポイント４Ａ－２３（ノード機器４－２３）に接続する（Ｓ１０３）。そして、ノー
ド機器４－２３からオーディオシステム１０－２（システムＩＤ＝０２）の現時点での（
オーディオ機器４－２３が登録される前の）システム情報を取得する（Ｓ９２、Ｓ１０４
）。これでオーディオ機器４－２４は、オーディオシステム１０－２のオーディオ機器４
と通信可能になる。ただし、まだコントローラ１－２に登録されていない。
【００６２】
　オーディオ機器４－２４は、アクセスポイント３、有線ＬＡＮ２、ルート機器４－２１
、ノード機器４－２３を介してコントローラ１－２からの（Ｓ８３の）検索メッセージを
受信し、このメッセージに応答する（Ｓ１０５）。これにより、コントローラ１－１とオ
ーディオ機器４－１２は、ノード機器４－２３、ルート機器４－２１、有線ＬＡＮ２、ア
クセスポイント３を介した相互の通信を開始する。
【００６３】
　オーディオ機器４－２４は、自分自身の機器情報をコントローラ１－２に送信する（Ｓ
１０６）。コントローラ１－２は、現在管理しているシステムＩＤ０２のオーディオシス
テム１０－２のシステム管理テーブルにこのオーディオ機器４－２４を追加登録してシス
テム情報を更新する（Ｓ８５）。更新したシステム情報をオーディオシステム１０－２の
全てのオーディオ機器４に送信して（Ｓ８６）、セットアップモードを終了する（Ｓ８７
）。セットアップモード終了の通知も全てのオーディオ機器４に送信される。
【００６４】
　オーディオ機器４－２４はこのシステム情報を受信して、自身が所属するオーディオシ
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ステム１０－２の管理テーブルを設定する（Ｓ１０７）。これにより、オーディオ機器４
－２４は、オーディオシステム１０－２の構成要素（コンポーネント）となり、コントロ
ーラ１－２によって再生する楽曲やその音量などが制御されるようになる。また、コント
ローラ１－２からシステム情報を受信したノード機器４－２３は、このシステム情報で内
部に記憶している管理テーブルを更新する（Ｓ９３）。そして、内部アクセスポイント４
Ａ－２３をステルスモードに戻す（Ｓ９４）。並行して、ルート機器４－２１、ノード機
器４－２２においても、Ｓ９３、Ｓ９４と同様の処理が行われる。
【００６５】
　図９は、構築済みのオーディオシステム１０に、さらにブランチ機器が追加される場合
の通信手順を示す図である。この例では、オーディオシステム１０－１ののブランチ機器
としーディオ機器４－１４が外部アクセスポイント３に接続される場合について説明する
。
【００６６】
　コントローラ１－１として機能している携帯電話機１－１が、ユーザの操作によってセ
ットアップモードになると(Ｓ１１１)、表示部４１にオーディオ機器４のコネクトボタン
５９Ａを押下することを促す案内画面が表示される。この画面の案内に従いユーザはオー
ディオ機器４－１４のコネクトボタン５９Ａを押下する（Ｓ１３１）。コントローラ１－
１は、システム管理テーブルに既に登録されているオーディオ機器（ルート機器４－１１
、ノード機器４－１２、４－１３）にステルスモードの解除を指示する（Ｓ１１２）。こ
れにより各オーディオ機器４は、内部アクセスポイント４Ａのステルスモードを解除し、
自己の存在を知らせるビーコンを送信してオーディオ機器４－１４からのアクセスを可能
にする（Ｓ１２４）。次に、コントローラ１－１は、新規機器の検索を開始する（Ｓ１１
３）。
【００６７】
　ユーザによってオーディオ機器４－１４のコネクトボタン５９Ａが押下されると（Ｓ１
３１）、オーディオ機器４－１４は、イニシャル接続モードになり、接続可能なアクセス
ポイントを検索する（Ｓ１３２）。最寄りのアクセスポイントが選択されるが、ここでは
ノード機器４－１３の内部アクセスポイント４Ａ－１３が選択されたものとする。オーデ
ィオ機器４－１４は、内部アクセスポイント４Ａ－１３のＭＡＣアドレスから割り出した
ＳＳＩＤおよびパスワードを用いて内部アクセスポイント４Ａ－１３（ノード機器４－１
３）に接続する（Ｓ１３３）。そして、ノード機器４－１３からこのオーディオシステム
１０－１（システムＩＤ＝０１）の現時点でのシステム情報を取得する（Ｓ１２５、Ｓ１
３４）。
【００６８】
　その後、ユーザの操作により、または、システム情報を参照したオーディオ機器４－１
４の制御部５０の判断により、外部アクセスポイント３に接続されるブランチ機器となる
旨が選択されると（Ｓ１３５）、この時点でアクセスポイント３に無線接続した端末が無
く、アクセスポイント３のＳＳＩＤ，ＰＷが不明なので、これを入手するため、ノード機
器４－１３との接続を解除してイニシャル接続時のみの仮アクセスポイントをスタンドア
ローンで起動する（Ｓ１３６）。すなわち、有線ＬＡＮ２には接続されないオーディオ機
器４－１４に接続するのみのためのアクセスポイントを起動する。コントローラ１－１は
、このイニシャル接続仮アクセスポイントのＳＳＩＤおよびパスワードを予め記憶してい
る。すなわち、このＳＳＩＤおよびパスワードは、オーディオシステム制御プログラム７
０に予めデータとして書き込まれている。したがって、コントローラ１－１は、Ｓ８３で
開始した新規機器検索の中でこの仮アクセスポイントを発見し、外部アクセスポイント３
との接続を一旦解除して、オーディオ機器４－１４が起動した仮アクセスポイントに接続
する（Ｓ１１４）。
【００６９】
　以下、コントローラ１－１が、オーディオ機器４－１４に対して、アクセスポイント３
の接続情報を送信する手順を行う。携帯電話機１－１にアプリケーションプログラムをイ
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ンストールして実現されるコントローラ１は、携帯電話機１のシステムプログラムからア
クセスポイント３のＳＳＩＤ、パスワードを取得することができない可能性が高いため、
ここでは、ユーザにアクセスポイント３のＳＳＩＤおよびパスワードの入力を求める（Ｓ
１１５）。ＳＳＩＤの入力は、そのとき見えている接続先（ＳＳＩＤ）の一覧をディスプ
レイに表示し、ユーザにアクセスポイント３のＳＳＩＤを選択させる方式でよい。パスワ
ード（通常はアクセスポイント３の本体に表記されている）は、ユーザに入力させる。そ
して、この入力された接続情報を仮アクセスポイントとして接続しているオーディオ機器
４－１４に送信する（Ｓ１１６）。そして、オーディオ機器４－１４がこの接続情報を受
信する（Ｓ１３７）。
【００７０】
　コントローラ１－１は、オーディオ機器４－１４にアクセスポイント３の接続情報（Ｓ
ＳＳＳＩＤ，パスワード）を送信したのち、イニシャル接続用アクセスポイントとの接続
を解消する（Ｓ１１７）。並行して、オーディオ機器４－１４は、アクセスポイント３の
接続情報をコントローラ１－１から受信すると、イニシャル接続用の仮アクセスポイント
を停止する（Ｓ１３８）。
【００７１】
　コントローラ１－１は、一旦接続を解除した外部アクセスポイント３に再度接続する（
Ｓ１１８）。オーディオ機器４－１４も取得した接続情報（ＳＳＩＤとパスワード）を用
いて外部アクセスポイント３に接続する（Ｓ１３９）。オーディオ機器４－１４は、アク
セスポイント３を介してコントローラ１－１からの（Ｓ１１３から継続している）検索メ
ッセージを受信し、このメッセージに応答する（Ｓ１４０）。これにより、コントローラ
１－１とオーディオ機器４－１４は、アクセスポイント３を介した相互の通信を開始する
。
【００７２】
　オーディオ機器４－１４は、自分自身の機器情報をコントローラ１－１に送信する（Ｓ
１４１）。コントローラ１－１は、この機器情報を受信し（Ｓ１１９）、現在管理してい
るオーディオシステム１０－１（システムＩＤ＝０１）にこのオーディオ機器４－１４を
追加登録してシステム情報を更新する（Ｓ１２０）。更新したシステム情報をオーディオ
システム１０－１の全てのオーディオ機器４に送信して（Ｓ１２１）、セットアップモー
ドを終了する（Ｓ１２２）。セットアップモード終了の通知も全てのオーディオ機器４に
送信される。
【００７３】
　オーディオ機器４－１４はこのシステム情報を受信して、自身が所属するオーディオシ
ステム１０－１の管理テーブルを設定する（Ｓ１４２）。これにより、オーディオ機器４
－１４は、オーディオシステム１０－１の構成要素（コンポーネント）となり、コントロ
ーラ１－１によって再生する楽曲やその音量などが制御されるようになる。また、コント
ローラ１－１からシステム情報を受信したノード機器４－１３は、このシステム情報で内
部に記憶している管理テーブルを更新する（Ｓ１２６）。そして、内部アクセスポイント
４Ａ－１３をステルスモードに戻す（Ｓ１２７）。並行して、ルート機器４－１１、ノー
ド機器４－１２においても、Ｓ１２６、Ｓ１２７と同様の処理が行われる。
【００７４】
　なお、この発明のオーディオ機器は、映像再生機能を持つオーディオ・ビデオ（ＡＶ）
機器であってもよく、これらが混在するシステムを含む。また、この実施形態においては
、制御端末装置を、オーディオシステム制御プログラム７０（アプリケーションプログラ
ム）がインストールされた携帯電話機１で実現しているが、それ以外の構成であってもよ
い。たとえば、タブレットにオーディオシステム制御プログラム７０をインストールした
ものであってもよく、専用の端末装置であってもよい。
【符号の説明】
【００７５】
１（１－１，２）　携帯電話機（コントローラ）
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２、６　有線ＬＡＮ
３、７　アクセスポイント（外部アクセスポイント）
４（４－１１～４－３２）　オーディオ機器
４Ａ（４Ａ－１１～４Ａ－３１）　内部アクセスポイント
１０（１０－１，２，３）　オーディオシステム

【図１】 【図２】



(16) JP 6638249 B2 2020.1.29

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(17) JP 6638249 B2 2020.1.29

【図８】 【図９】



(18) JP 6638249 B2 2020.1.29

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１１－１８２３２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１４／１２７２８２（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００８－０７２３４７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１０Ｋ　　１５／０２
              Ｈ０４Ｑ　　　９／００－９／１６
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００
              Ｈ０４Ｌ　　１２／２８　　　　
              Ｇ１０Ｌ　　１９／００－１９／２６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

